
令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日  

建設水道常任委員会資料 

都市整備部建築指導課 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 
の一部を改正する法律」及び 

「指定構造計算適合性判定機関による判定手数料の改定」の 
概要等について 

 
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」（以

下「建築物省エネ法」）が令和元年５月１７日に公布され、既に一部が令和元年１

１月１６日から施行しており、残りは公布から２年以内である令和３年４月１日に

施行される予定であります。建築物省エネ法の改正に伴う審査体制の整備として、

宇治市建築基準法等関係事務手数料条例（以下「手数料条例」）の改正を図る必要

がありますので、建築物省エネ法の改正の概要及び同法改正に伴う手数料条例改正

の考え方について報告いたします。 

 また、京都府が構造計算の適合性に係る判定業務（以下、「構造適判業務」）を委

託している指定構造計算適合性判定機関（以下、「構造適判機関」）が構造計算適合

性判定手数料（以下、「判定手数料」）の値上げをされましたので、手数料条例にお

いても同額に改定したいと考えており、あわせて報告いたします。 

 

１．建築物省エネ法の改正に伴う手数料条例改正 

建築物省エネ法改正の概要（※：手数料条例改正に係る内容）及び国土交通省よ

り示された手数料の設定の考え方の概要 

＜法改正の概要＞ 

 １）オフィスビル等に係る措置の強化【２年以内施行】※ 

 ２）複数の建築物の連携による取組の促進 

 ３）マンション等に係る計画届出制度の審査手続の合理化 

 ４）戸建住宅等に係る省エネ性能に関する説明の義務付け【２年以内施行】 

 ５）大手住宅事業者の供給する戸建住宅等へのトップランナー制度の全面展開 

 ６）地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みの導入【２年以内施行】 
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 ＜国土交通省より示された手数料の設定の考え方の概要＞ 

 ① 省エネ適判、性能向上計画認定、基準適合認定及び低炭素認定の審査業務等

に係る所要時間は、標準入力法又はモデル建物法いずれの評価方法に基づく場

合も、同等として差し支えない。 

 ② 法改正の概要１）より、省エネ適判対象の拡大範囲である「300~2,000 ㎡未

満」の区分は、「300~1,000 ㎡未満」と「1,000~2,000 ㎡未満」の２区分とさ

れたい。 

 ③ 「工場等」については、計算対象が照明設備のみであるため、エネルギー消

費性能の審査に係る所要時間をゼロとし手数料を算出する等配慮をされたい。 

 ④ 軽微変更該当証明の審査業務に係る手数料については、省エネ適判の審査業

務の手数料に準じたものとする。 

 

２．指定構造計算適合性判定機関による判定手数料の改定に伴う手数料条例改正 

   宇治市において、構造計算適合性判定は、京都府知事が委託をした構造適判

機関が行うものとされております。 

判定手数料については、建築基準法以外の認定申請の手続きにおいて徴収す

る手数料です。この手続きの流れについては、３ページ上段の図のとおり、建

築基準法以外の法律に基づく認定申請において、建築基準関係規定に適合する

かどうかの審査の申し出があった場合、当該認定申請書とあわせて確認申請書

を一旦申請者から受理し、構造規定の審査に関しては、建築主事を通して構造

適判機関に依頼することとなっており、判定手数料についても一旦歳入したも

のを歳出することになります。 

令和元年１０月、構造適判機関が判定手数料の値上げをされましたので、本

市手数料条例に規定している判定手数料について、構造適判機関が定めるもの

と同額に改定するための条例改正をいたします。 
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３．今後のスケジュール 

  宇治市建築基準法等関係事務手数料条例に上記手数料の改定をし３月議会議

案として提出する予定です。 
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制度の概要 

 法の概要 

300 ㎡に改正 

都市の低炭素化の促進に関する法律 

 低炭素認定  ： 建築物の所有者は、建築物が低炭素促進基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例*を受けることができる。 

基 準 適 合 認 定 性 能 向 上 計 画 認 定 

*低炭素に資する設備の部分について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入 
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